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Ⅲ【第38号議案】 

デザイン・クリエイティブセンター神戸条例の一部を改正する条例の件 

デザイン・クリ エイティブセンタ ー神戸条例の一部 を改正する条例を 次のよ

うに制定する。 

令和２年６月11日提出  

神戸市長 久   元   喜   造   

デザイン・クリエイティブセンター神戸条例の一部を改正する条例 

デザイン・クリエイティブセンター神戸条例（平成 24年３月条例第 19号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「，市民生活の質を向上し，及び」を「，市民生活の質の向上及

び」に改める。 

第４条第１項第１号を次のように改める。 

(1) クリエイティブラボ（次条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」と

いう。）が，創造的活動を通じた社会貢献に係る調査，研究，実践及び支援

に関することを行う施設をいう。） 

第４条第１項中第６号を第７号とし，第５号を第６号とし，第４号の次に次 

の１号を加える。 

(5) 創造的学びと文化活動スペース（市又は次条第１項の指定管理者が次に

掲げる活動を行う施設をいう。） 

ア  多様な世代の参加とその交流により創造力を育む活動 

イ  文学，音楽その他の芸術及び文化に接する機会を市民に提供する活動 

 第４条第２項を削る。 

第５条第１項中「前条第１項第６号」を「前条第５号から第７号まで」に改め，

「，規則で定めるところにより」を削る。 

第６条第１項本文中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に，「同項第

２号から第５号まで」を「同条第２号から第４号まで」に改め，同項ただし書を

削り，同条第２項を次のように改める。 

２  指定管理者は，第４条第２号から第４号までの施設について，センターの開

館時間以外の時間であっても，時間を単位として前条第１項の許可をすること
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ができる。この場合において，使用者は，指定管理者が特に認める場合を除く

ほか，施設に自らが管理する物を置くこと以外の行為を行うことができない。 

第７条第１項本文中「第４条第１項第１号から第３号までの施設については，

第５条第１項」を「第４条第１号から第４号までの施設の使用についての第５条

第１項」に改め，同項ただし書中「，第４条第１項第１号及び第３号の施設につ

いては」を削り，「第５条第１項」を「同項」に改め，同条第２項を削る。 

第８条の見出し中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラボ」に改

め，同条第１項中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に改め，同条第２

項 中 「 公 募 に 基 づ き 」 を 「 公 募 に 」 に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 第 １

号」を「第４条第１号」に改め，同条第５項中「第４条第１項第１号」を「第４

条第１号」に，「許可を受けて使用する者」を「許可を受けた者」に改め，同条

に次の１項を加える。 

６  第４条第１号の施設について第５条第１項の許可を受けた者は，第11条第１

項の使用期間が終了した後に第４条第１号の施設を再度使用しようとするとき

は，第１項の公募に再度応募することができる。 

第 11条 の 見 出 し を「（ 使 用 期 間）」 に改 め ， 同 条 第 １ 項中 「 第 ４ 条 第 １ 項第 １

号」を「第４条第１号」に改め，「（第６条第１項ただし書の規定に基づき行う

第４条第１項第５号の施設についての許可に係る使用期間を含む。）」を削り，同

条第２項を次のように改める。 

２  第４条第２号から第４号までの施設は，引き続き30日を超える独占的な使用

をすることはできない。ただし，指定管理者が第１条の目的を達するため特別

の理由があると認めるときは，この限りでない。 

第 12条を次のように改める。 

第 12条  削除 

 第 13条第２項中「別表」を「別表第１号」に改め，同条中第５項を第７項とし，

第４項を第６項とし，同条第３項中「前項」を「前３項」に改め，同項を同条第

５項とし，同条第２項の次に次の２項を加える。 

３  第４条第６号の施設を使用する者は，別表第２号アに定める額の範囲内にお

いてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理
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者に支払わなければならない。 

４  前項の規定にかかわらず，第４条第６号の施設を使用する者（同条第１号の

施設の使用について第５条第１項の許可を受けた者に限る。）は，指定管理者

の発行する定期駐車券により第４条第６号の施設を使用することができる。こ

の場合において，当該施設を使用する者は，１月につき別表第２号イの表に定

める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の

利用料金を，当該定期駐車券の発行の時に支払わなければならない。 

第 14条第１項第１号中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に改める。 

第 18条第４号ア中「第４条第１項各号」を「第４条各号」に改める。 

第 23条の見出し中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラボ」に改

め，同条中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に改め，「（第６条第１

項ただし書の規定に基づいて行われた許可により使用する第４条第１項第５号の

施設を含む。）」を削る。 

第 24条第１項第３号中「業務」の次に「（第４条第５号の施設にあっては，市

長が定める業務を除く。）」を加える。 

附則第２項中「第４条第２項，第５条第１項及び第２項」を「第５条第１項及

び第２項」に，「，第７条第１項及び第２項」を「，第７条」に，「，第11条第１

項，第 12条」を「，第 11条第１項及び第２項」に改め，「，第４条第２項中「次

条第１項の指定管理者」とあるのは「市長」と」を削り，「並びに第８条第１項

から第３項まで」を「及び第８条第１項から第３項までの」に改める。 

附則第３項中「第13条第２項」を「第13条第２項から第４項まで」に改める。 

附則第４項中「第13条第４項」を「第13条第６項」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第13条関係） 

(1) 施設等の利用料金 

施設等 利用料金 

クリエイティブラボ １平方メートル１月につき 2,000円  

セ ミ ナ ー ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ ス ペ

ース 
１平方メートル１時間につき 15円  
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ギャラリー １平方メートル１時間につき 15円  

多目的ホール １平方メートル１時間につき 15円  

附属設備 １設備１日１回につき 50,000円  

備考 

１  クリエイティブラボにおいて，使用を開始する日が月の初日でない 

とき又は使用を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の利 

用料金の額は，日割計算とする。この場合において，10円未満の端数 

があるときは，これを切り捨てる。 

  ２  セミナー・ワークショップスペース，ギャラリー及び多目的ホール 

に係る利用料金の額の算定に当たっては，１時間未満の端数が生じた 

ときは，１時間として計算する。 

(2) 駐車場の利用料金 

 ア  イ以外の利用料金 

１台 30分につき 150円（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法 

律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日（以下「日曜日等」と 

いう。）にあっては，200円）。この場合において，30分未満の端数が生じ 

たときは，30分として計算する。なお，１台の１日当たりの上限額は， 

1,000円（日曜日等にあっては，1,500円）とする。 

 イ  定期駐車券に係る利用料金 

定期駐車券の種類 １月当たりの利用料金 

昼間定期駐車券 20,000円  

平日昼間定期駐車券 15,000円  

全日定期駐車券 25,000円  

  備考  

１  この表において，「昼間定期駐車券」とは日曜日及び土曜日並び 

に月曜日から金曜日までの日の午前７時から午後10時までの間に利 

用することができる定期駐車券のことを，「平日昼間定期駐車券」 

とは月曜日から金曜日までの日（国民の祝日に関する法律第３条に 
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規定する休日を除く。）の午前７時から午後10時までの間に利用す 

ることができる定期駐車券のことを，「全日定期駐車券」とは常時 

利用することができる定期駐車券のことをいう。 

   ２  この表において，「１月」とは，月の初日から末日までをいう。 

   附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は，令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし，附則第４項の規定は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この条例の施行の際現にこの条例による改正前のデザイン・クリエイティ

ブ セ ン タ ー 神 戸 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。） 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 施 設

（同号アに規定する事項を行う施設に限る。）についての旧条例第５条第１項

の許可（以下「旧許可」という。）を受けている者は，施行日にこの条例によ

る改 正後のデ ザイン・ クリエイ ティブセ ンター神 戸条例（ 以下「新 条例」 と

いう。）第４条第１号の施設についての新条例第５条第１項の許可（以下「新

許可」という。）を受けたものとみなす。この場合において，当該新許可を受

けた ものとみ なされる 者に係る 新条例第 11条第１ 項の使用 期間は， 施行日 に

おけるその者に係る旧許可の使用期間の残存期間と同一の期間とする。 

３  この条例の施行の際現に旧条例第５条第２項の規定により旧許可に付され

ている条件は，新許可に付された条件とみなす。 

（準備行為） 

４  附則第２項に規定するもののほか，新条例第４条第１号の施設についての

新条 例第５条 第１項の 許可，新 条例第８ 条第１項 の公募， 新条例第 13条第 １

項の 利用料金 の収受そ の他必要 な準備行 為は，施 行日前に おいても するこ と

ができる。 

 

理     由  

デザイン・クリエイティブセンター神戸に新たな施設を設置する等に当たり，

条例を改正する必要があるため。 
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（参 考） 

デザイン・クリエイティブセンター神戸条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（設置） 

第１条 デザイン，アートその他の創造的な活動

（以下「創造的活動」という。）を通じて社会に

貢献する人材について育成や集積を行い，及び

これらの人材やその他の人々との間において交

流や連携を図ることにより，市民生活の質を向

上し，及び経済活動の活性化を図ることを目的

とする拠点として，デザイン・クリエイティブ

センター神戸（以下「センター」という。）を設

置する。 

（施設） 

第４条 センターに次に掲げる施設を置く。 

(1) クリエイティブスペース（次条第１項の

許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い

う 。 ） が 次 に 掲 げ る 事 項 を 行 う 施 設 を い

う。） 

ア 創造的活動を通じた社会貢献に係る調

査，研究，実践及び支援に関すること。 

イ 飲食物を提供すること，創造的活動に

関連する物を販売することその他これら

に類する行為を行うことにより，センタ

ーの他の利用者との間で創造的活動を通

じた交流を行い，又は利用者の暮らしの

中に創造的活動と接する機会を提供する

こと。 

ウ 創造的活動に係る様々な記録媒体によ

る情報を収集し，及び保管し，並びにそ

の情報を市民に提供すること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，創

（改 正 案） 

 

 

 

 

 

      ，市民生活の質の向上及び 

 

 

 

 

           

 

(1) クリエイティブラボ（次条第１項の許可を

受けた者（以下「使用者」という。）が，創造

的活動を通じた社会貢献に係る調査，研究，

実践及び支援に関することを行う施設をい

う。） 
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造的活動を通じて社会に貢献する行為を

行うこと。 

(2)～(4) 略 

                      

                   

         

                    

        

                    

               

(5) 略 

(6) 略 

２ 次条第１項の指定管理者は，前項第１号の施

設について，センターの管理運営上必要がある

と認めるときは，同号アからエまでに掲げる事

項のうちどの事項を行うことができるのかに関

して区画を設けることができる。 

（使用の許可） 

第５条 施設（前条第１項第６号の施設を除く。）

又はその附属設備（以下「施設等」という。）を

使用しようとする者は，規則で定めるところに

より，センターの管理について地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

よる市長の指定を受けたもの（以下「指定管理

者」という。）の許可を受けなければならない。 

２ 略 

（使用の許可に係る期間の単位） 

第６条 前条第１項の許可は，第４条第１項第１

号の施設にあっては月を単位として行うものと

し，同項第２号から第５号までの施設にあって

は時間を単位として許可を行うものとする。た

だし，第４条第１項第１号の施設を使用する者

に関する同項第５号の施設に係る許可は，月を

 

 

 

(5) 創造的学びと文化活動スペース（市又は次

条第１項の指定管理者が次に掲げる活動を行

う施設をいう。） 

ア 多様な世代の参加とその交流により創造

力を育む活動 

イ 文学，音楽その他の芸術及び文化に接す

る機会を市民に提供する活動 

  (6)  

 (7)  

                                                 

                        

                        

                        

                 

 

前条第５号から第７号まで 

 

                        

    

 

 

 

 

 

              第４条第１号 

 

同条第２号から第４号まで 
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単位として前条第１項の許可を行う。 

２ 第４条第１項第２号から第５号までの施設に

ついては，センターの開館時間以外の時間であ

っても時間を単位として，前条第１項の許可を

することができる。ただし，センターの開館時

間以外の時間にあっては，指定管理者が特に認

める場合以外は，施設に使用者が管理する物を

置くこと以外の行為は，行うことができない。 

（使用の許可に係る区画の単位） 

第７条 第４条第１項第１号から第３号までの施

設については，第５条第１項の許可は，その部

屋ごとに与えるものとする。ただし，第４条第

１項第１号及び第３号の施設については，指定

管理者がセンターの管理運営上支障がないと認

めるときは，部屋の一部につき又は指定管理者

が指定する区画ごとに第５条第１項の許可を与

えることができる。 

２ 第４条第１項第４号及び第５号の施設につい

ては，第５条第１項の許可は，指定管理者が指

定する区画ごとに与えるものとする。 

（クリエイティブスペースの使用に係る公募） 

第８条 指定管理者は，第４条第１項第１号の施

設の使用について公募を行うものとする。 

２ 前項の公募に基づき応募する者（以下この条

において「応募者」という。）は，第５条第１項

の許可に係る規則で定める事項を記載した申請

書その他規則で定める書類を指定管理者に提出

しなければならない。 

３ 指定管理者は，応募者に対して第５条第１項

の許可を行うに当たっては，当該応募者が第４

条第１項第１号の施設を使用することにより，

第３条各号に掲げるセンターの事業を効果的か

つ効率的に実施できるかについて，十分に考慮

                             

２ 指定管理者は，第４条第２号から第４号まで

の施設について，センターの開館時間以外の時

間であっても，時間を単位として前条第１項の

許可をすることができる。この場合において，

使用者は，指定管理者が特に認める場合を除く

ほか，施設に自らが管理する物を置くこと以外

の行為を行うことができない。 

 

第４条第１号から第４号までの施設の使用

についての第５条第１項 

                       

                     

 

 

           同項 

 

                                                

                                        

                   

クリエイティブラボ 

           第４条第１号 

 

     公募に 

 

 

 

 

 

                    第４ 

条第１号 
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しなければならない。 

４ 略 

５ 第４条第１項第１号の施設について第５条第

１項の許可を受けて使用する者は，第２項の規

定により提出した申請書その他の書類に記載し

た事項について変更が生じた場合は，速やかに

その旨を指定管理者に届け出なければならな

い。 

                      

                      

                      

                      

          

（クリエイティブスペースに係る使用期間等） 

第11条 第４条第１項第１号の施設に係る使用期

間（第６条第１項ただし書の規定に基づき行う

第４条第１項第５号の施設についての許可に係

る使用期間を含む。）は，５年以内の期間で指定

管理者が定める。 

２ 前項の使用期間が満了した後の期間に関し，

第４条第１項第１号の施設について再度第５条

第１項の許可を受けようとする者も，第８条第

１項の公募に基づき再度応募することができ

る。 

（セミナー・ワークショップスペース等に係る 

使用期間） 

第12条 第４条第１項第２号から第５号までの施

設は，引き続き15日を超える独占的な使用をす

ることはできない。ただし，次に掲げる場合に

該当するときは，この限りでない。 

(1) 第６条第１項ただし書の規定に基づいて行

われた許可により第４条第１項第５号の施設

を使用するとき。 

 

 

  第４条第１号 

    許可を受けた者 

 

 

 

 

６ 第４条第１号の施設について第５条第１項の

許可を受けた者は，第11条第１項の使用期間が

終了した後に第４条第１号の施設を再度使用し

ようとするときは，第１項の公募に再度応募す

ることができる。 

（使用期間） 

    第４条第１号 

                       

                                 

            

 

２ 第４条第２号から第４号までの施設は，引き

続き30日を超える独占的な使用をすることはで

きない。ただし，指定管理者が第１条の目的を

達するため特別の理由があると認めるときは，

この限りでない。 

                        

     

第12条 削除 
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(2) 前号に掲げる場合のほか，指定管理者が特

別の理由があると認めるとき。 

（利用料金） 

第13条 略 

２ 使用者は，別表に定める額（営利を目的とす

る使用にあっては，当該額の５倍に相当する

額）の範囲内においてあらかじめ市長の承認を

得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管

理者に支払わなければならない。 

                      

                     

                     

                     

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

               

３ 市長は，前項の承認をしたときは，その旨及

び当該利用料金の額を告示するものとする。 

４ 略 

５ 略 

（使用者の費用負担） 

第14条  次に掲げる費用は，使用者の負担とす

る。 

(1) 第４条第１項第１号の施設における電気，

ガス，水道及び下水道（次項において「電気

等」という。）の使用料 

 

 

 

 

       別表第１号 

 

 

 

 

３ 第４条第６号の施設を使用する者は，別表第

２号アに定める額の範囲内においてあらかじめ

市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用

料金を指定管理者に支払わなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず，第４条第６号の施

設を使用する者（同条第１号の施設の使用につ

いて第５条第１項の許可を受けた者に限る。）

は，指定管理者の発行する定期駐車券により第

４条第６号の施設を使用することができる。こ

の場合において，当該施設を使用する者は，１

月につき別表第２号イの表に定める額の範囲内

においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理

者が定める額の利用料金を，当該定期駐車券の

発行の時に支払わなければならない。 

５     前３項 

 

６ 

７ 

 

 

 

     第４条第１号 
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(2) 略 

２ 略 

（入館の制限等） 

第18条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該

当する者に対しては，センターへの入館を拒絶

し，又はセンターからの退館を命ずることがで

きる。 

 (1)～(3) 略 

  (4) 次に掲げるもの（イからエまでに掲げるも

のに類するものを含む。）を汚損し，損傷し，

又は滅失するおそれがある者 

   ア 第４条第１項各号に掲げる施設及びその附

属設備 

   イ～エ 略 

 (5) 略 

（クリエイティブスペースの共同使用者に対す 

る請求） 

第23条 第４条第１項第１号の施設を２人以上の

者が共同して使用している場合においては，指

定管理者は，同号の施設（第６条第１項ただし

書の規定に基づいて行われた許可により使用す

る第４条第１項第５号の施設を含む。）に係るこ

の条例に基づく義務の全部の履行を使用者のう

ち１人に対し，又は同時若しくは順次に使用者

の全員に対し，請求することができる。 

（指定管理者の指定等） 

第24条 市長は，次に掲げるセンターの管理に関

する業務を指定管理者に行わせるものとする。 

(1)，(2) 略 

 (3) センターの維持管理に関する業務     

                      

       

(4) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第４条各号 

 

 

 

クリエイティブラボ 

 

    第４条第１号 

 

                       

                       

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    （第４条

第５号の施設にあっては，市長が定める業務

を除く。） 
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２ 略 

附 則 

（指定管理者不在等期間におけるセンターの管

理に関する業務） 

２ 市長が，指定管理者の指定を取り消し，指定

管理者が解散し，その他指定管理者がいなくな

った場合又は市長が指定管理者の業務の停止を

命じた場合は，その時（以下「指定管理者不在

等開始時」という。）からその直後に指定管理者

を指定し，又は当該停止の期間が終了する時ま

での間（以下「指定管理者不在等期間」とい

う。）における第４条第２項，第５条第１項及び

第２項，第６条第２項，第７条第１項及び第２

項，第８条第１項から第５項まで，第９条， 

第10条第１項及び第２項，第11条第１項，第12

条，第14条第１項，第15条第１項，第17条第１

項及び第２項，第18条，第20条，第21条第２項

並びに第23条の規定の適用については，第４条

第２項中「次条第１項の指定管理者」とあるの

は「市長」と，第５条第１項中「センターの管

理について地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第３項の規定による市長の指定を

受けたもの（以下「指定管理者」という。）」と

あるのは「市長」と，同条第２項，第６条第２

項，第７条第１項及び第２項 並びに第８条第１

項から第３項まで規定中「指定管理者」とある

のは「市長」と，同条第４項中「指定管理者

は，市長が」とあるのは「市長は，」と，同条

第５項，第９条，第10条第１項及び第２項，第

11条第１項，第12条，第14条第１項，第15条第

１項，第17条第１項及び第２項，第18条，第20

条，第21条第２項並びに第23条中「指定管理

者」とあるのは「市長」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       第５条第１項及び第２項 

           ，第７条 

 

           ，第11条第１項及び第２   

 項 

 

                        

                        

        

 

 

 

 

  ，第７条         及び第８条第１

項から第３項までの 

 

 

                    ，第 

 11条第１項及び第２項 
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（指定管理者不在等期間の使用料） 

３ 市長は，指定管理者不在等期間においては，

指定管理者不在等開始時の直前の第13条第２項

の承認に係る利用料金の額を使用料として，使

用者から徴収することができる。 

４ 前項の使用料は，指定管理者不在等開始時の

直前の第13条第４項の基準により全部若しくは

一部を返還し，又は減額若しくは免除をするこ

とができる。 

別表（第13条関係） 

施設等 額 

ク リ エ イ テ

ィ ブ ス ペ ー

ス 

１ 平 方 メ ー ト ル １ 月 に つ き 

2,000円 

セ ミ ナ ー ・

ワ ー ク シ ョ

ッ プ ス ペ ー

ス 

１平方メートル１時間につき 

15円 

ギャラリー １平方メートル１時間につき 

15円 

多 目 的 ホ ー

ル  

１平方メートル１時間につき 

15円 

駐車場 １ 台 分 30 分 に つ き  150 円

（第６条第１項ただし書の規

定に基づいて行われた許可に

よ り 使 用 す る 場 合 に あ っ て

は ， １ 台 分 １ 月 に つ き 

20,000円） 

附属設備 １ 設 備 １ 日 １ 回 に つ き 

50,000円 

備考 

１  クリエイティブスペース（第６条第１

項ただし書の規定により月を単位として

 

 

                第13条第２項

から第４項まで 

 

 

   第13条第６項 

 

 

別表（第13条関係） 

(1) 施設等の利用料金 

施設等 利用料金 

ク リ エ イ テ

ィブラボ 

１ 平 方 メ ー ト ル １ 月 に つ

き 2,000円 

セ ミ ナ ー ・

ワ ー ク シ ョ

ッ プ ス ペ ー

ス 

１ 平 方 メ ー ト ル １ 時 間 に

つき 15円 

ギャラリー １ 平 方 メ ー ト ル １ 時 間 に

つき 15円 

多 目 的 ホ ー

ル 

１ 平 方 メ ー ト ル １ 時 間 に

つき 15円 

附属設備 １ 設 備 １ 日 １ 回 に つ き 

50,000円 

備考 

１ クリエイティブラボにおいて，使用を

開始する日が月の初日でないとき又は使

用を終了する日が月の末日でないときに

おける当該月の利用料金の額は，日割計

算とする。この場合において，10円未満

の端数があるときは，これを切り捨て

る。 

   ２ セミナー・ワークショップスペース，
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許可を行う場合の駐車場を含む。）におい

て，使用を開始する日が月の初日でない

とき又は使用を終了する日が月の末日で

ないときにおける当該月の額は，日割計

算とする。この場合において，10円未満

の 端 数 が あ る と き は ， こ れ を 切 り 捨 て

る。 

２  セミナー・ワークショップスペース，

ギャラリー及び多目的ホールに係る額の

算定に当たっては，１時間未満の端数が

生じたときは，１時間として計算する。 

３  第６条第１項本文の規定により時間を

単位として許可を行う場合の駐車場に係

る額の算定に当たっては，30分未満の端

数 が 生 じ た と き は ， 30分 と し て 計 算 す

る。 

 

ギャラリー及び多目的ホールに係る利用

料金の額の算定に当たっては，１時間未

満の端数が生じたときは，１時間として

計算する。 

(2) 駐車場の利用料金 

ア イ以外の利用料金 

１台30分につき150円（日曜日及び土曜日 

並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年 

法律第178号）第３条に規定する休日（以下 

「日曜日等」という。）にあっては，200 

円）。この場合において，30分未満の端数が 

生じたときは，30分として計算する。な 

お，１台の１日当たりの上限額は，1,000円 

（日曜日等にあっては，1,500円）とする。 

イ 定期駐車券に係る利用料金 

定期駐車券の種類 
１月当たりの利用

料金 

昼間定期駐車券 20,000円 

平日昼間定期駐車券 15,000円 

全日定期駐車券 25,000円 

備考 

１ この表において，「昼間定期駐車券」 

とは日曜日及び土曜日並びに月曜日か 

ら金曜日までの日の午前７時から午後 

10時までの間に利用することができる 

定期駐車券のことを，「平日昼間定期駐 

車券」とは月曜日から金曜日までの日 

（国民の祝日に関する法律第３条に規 

定する休日を除く。）の午前７時から午 

後10時までの間に利用することができ 

る定期駐車券のことを，「全日定期駐車 

券」とは常時利用することができる定 

期駐車券のことをいう。 
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２ この表において，「１月」とは，月の 

初日から末日までをいう。 
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デザイン・クリエイティブセンター神戸条例の一部を改正する条例について 

 

１．改正の趣旨 

令 和 ３ 年度 以 降 の 三 宮 図 書館 の 仮 移 転 等 に より セ ン タ ー に 新 たな 施 設 を 設置

する必要があることから，その位置づけ及びこれに関連して必要な条例の一部を

改正するものである。  

 

２．主な改正内容 

①施設の新設と見直し  

・センターに置く施設に，「創造的学びと文化活動スペース」を新設し，ここ  

に三宮図書館が仮移転すること等により，多様な世代の参加とその交流によ

り創造力を育む活動等を提供する  

・クリエイティブスペースをクリエイティブラボに名称を変更し，その機能  

を整理する  

 

  ②駐車場の利用料金等の変更 

・休日料金及び１日当たりの上限料金の設定  

・使用許可による利用を廃止し，クリエイティブラボ使用者が利用できる  

各種定期駐車券の設定  

 

 （ア）イ以外の駐車場の利用料金  

 30分当たりの上限料金  
１日当たりの  

上限料金  

平日  150円  1,000円  

土曜日・日曜日・祝日 200円  1,500円  

 

 （イ）定期駐車券に係る利用料金  

定期駐車券の種類  １月当たりの上限料金  

昼間定期駐車券  20,000円  

平日昼間定期駐車券  15,000円  

全日定期駐車券  25,000円  

 

③使用期間に関する変更  

 ・施設の最長使用期間を 15 日から 30 日へ延長  

 

３．施行日  

令和３年４月１日  


